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【1分解説】在留資格とは？ 

 総合調査部 政策調査グループ 次長 宍戸 美佳 

 

在留資格とは、外国人が日本に合法的に在留し、この間、一定の活動を行える、あ

るいは一定の身分や地位を有する者としての活動を行えることを示す法律上の資格で

す。在留資格は 29種類あります（2024年 10月時点）。その活動内容や滞在目的に応

じて、「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労の可否は

指定される活動によるもの」および「就労が認められない在留資格」に大別されます

（資料）。 

在留資格の取得には、出入国在留管理庁に申請書類を提出し、審査を受ける必要が

あります。また、在留資格には一部を除いて在留期間が設定されており、期間終了後

は必要に応じて更新手続きが求められます。 

在留資格によっては日本滞在中に行える活動に制限があります。例えば、小学校や

中学校で外国語指導助手として働くための在留資格「教育」では、幼稚園や保育園で

外国語指導を行えません。幼稚園等での指導には当局から「資格外活動」許可を受け

る必要があります。この許可には、従事する職業や業務ごとに申請が必要な「個別許

可」と、それらを指定せずに働ける「包括許可」があります。 

在留資格には厳格な制度運営が求められますが、例えば資格外活動について包括許

可を受けられる対象の拡大を望む声もあり、必要に応じた規制緩和が期待されます。 

 

資料 在留資格 

就労が認められる在留資格（活動制限あり）  身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし） 

 外交  研究   永住者  永住者の配偶者等 

 公用  教育   日本人の配偶者等  定住者 

 教授  技術・人文知識・国際業務  就労の可否は指定される活動によるもの 

 芸術  企業内転勤   特定活動   

 宗教  介護  就労が認められない在留資格（注 2） 

 報道  興行   文化活動  研修 

 高度専門職  技能   短期滞在  家族滞在 

 経営・管理  特定技能   留学   

 法律・会計業務  技能実習（注 1）  （注 1）発展的に解消予定。 

（注 2）「資格外活動」許可を受けた場合は、一定の範囲

内での就労が認められる。  医療    

（出所）出入国在留管理庁資料より第一生命経済研究所作成  
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